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70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて

健康保険制度の運営につきましては、平素より格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。

この度、平成26年度予算政府案が閣議決定され、今後、第18 6回通常国会で審議さ

れる予定ですが、この中で、 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措

置について、平成26年4月より段階的に見直しを行うことが盛り込まれています。その

趣旨及び内容は下記のとおりですので、特段の御配慮をお願いいたします。

記

第1 見直しの趣旨

今般の見直しは、 70歳から 74歳までの被保険者及び被扶養者（医療保険各法（「高

齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57年法律第 80号）を除く。以下同じ。）の規定

によるものをいい、現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。）に係る一部

負担金等の軽減特例措置について、世代聞の公平の観点から行うものであり、高齢者の

生活に大きな影響が生じることのないよう、新たに70歳になる被保険者等から段階的

に実施するとともに、低所得者に配慮し高額療養費算定基準額を据え置くこととする。

第2 見直しの内容

1 7 0歳から 74歳までの被保険者等に係る一部負担金割合

70歳から 74歳までの被保険者等に係る一部負担金割合については、平成20年

度以降、軽減特例措置により 1割とする措置を講じてきたところであるが、平成26 

年4月1日以降は、以下のとおりとする。

① 平成26年4月1日以降に 70歳に達する被保険者等※1について、 70歳に達

する日の属する月の翌月以後の診療分から、療養（医療保険各法に規定する食事療

養及び生活療養を除き、訪問看護を含む。以下同じ。）に係る一部負担金等の割合

を医療保険各法本則の規定通り 2割とする※2。



※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の者

※2 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は、同年5月の診療分から 2割負担となる

② 平成26年 3月 31日以前に 70歳に達した被保険者等※ 3 （以下「特例措置対

象被保険者等Jという。）については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対

象とし、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割とする。

※3 誕生日が昭和 14年4月2日から昭和 19年4月1日までの者

2 70歳から 74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定

基準額

「高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容につしてj （平成25年 12月

24日事務連絡）第2の1②及び2②のとおり、 70歳から 74歳までの被保険者等

に係る高額療養費算定基準額について、一般所得者は入院44,400円、外来 12,000円

とし、低所得者は変更しないこととする。また、介護合算算定基準額について、一般

所得者は56万円とし、低所得者は変更しないこととする。

3 高齢受給者証の一部負担金割合の記載

7 0歳から 74歳までの被保険者等に係る高齢受給者証の「一部負担金割合J欄の

記載については、原則として、 「2割（ただし、平成26年3月 31日までは1割）」

としているところであるが、平成26年4月 1日以降は、以下のとおりとする。

① 平成26年4月 1日以降に 70歳に達する被保険者等に係る高齢受給者証の発行

に当たっては、 「一部負担金割合」欄に、 「2割」と記載する。

② 特例措置対象被保険者等に係る高齢受給者証の更新に当たっては、 「一部負担金

割合」欄の記載について、 「2割（ 7 5歳到達まで特例措置により 1割）」と記載

する。


